
 

「家庭教育通信」は子ども達のすこやかな成長を願い、よりよい家庭教育について皆で考え行動す

ることを目指して、白井市教育委員会が情報を発信するものです。 
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朝食は食べていますか? 

 
お父さん、お母さん。子どもたちの一

番の願いを知っていますか？ 
文部科学省のアンケートで、どの年代の子にも、一番多かっ
た答えは、『家族のみんなが楽しく過ごす』でした。当たり

前の事を子どもが一番望んでいることに、驚いた方も多いでしょう。けれど、これは親に
とっても大切なことです。ご自身の家庭を思い返してみてください。いかがでしょう。私
たち親が、仕事や家事・育児、人間関係に疲れ、言うことをきかない子どもにイライラし
ていませんか？子どもも兄弟や友人などの人間関係で悩んだり、勉強・部活のことで落ち
込んだり腹を立てていることもあります。親も子も不満を持ち、ケンカになることもある
でしょう。これは、毎日の生活の中でどこの家庭にもあることです。家族全員がニコニコ
楽しく、穏やかでいる事は、家族全員の望みですが、なかなか手に入りにくいものです。 
 今年は、この家庭教育通信と各学校で行われる家庭教育講座を通して、『家族のみんなが
楽しく過ごす』ために親ができる事・する事を皆さんと一緒に、考え・学び・実践してい
きたいと思っています。親は、子どもを育てる役割を担っています。子どもの一生に大き
な影響を与える一大事業です。子どもの体と心と頭を育て、子どもがこの３つをバランス
よく使って、周囲の人と協力し合って自分で幸せと思える人生を子どもが歩む基礎を作る
事が親の仕事といえるのではないでしょうか。 

 
 今回は、『家族のみんなが楽しく過ごす』ために、まず親
の役割・親のする事を考えてみましょう。『家族のみんなが
楽しく過ごす』様子を思い浮かべてください。何をしている
でしょう？ 公園で遊んだり、リビングでおしゃべりしてい
たり…と色々な場面があるでしょう。その時、食べ物があり
ませんか？食事は、大切な人と一緒にいい時間を持つときに、
とても効果的です。会話も弾み、お互いの絆も深まっていく
でしょうし安らぎの場にもなることでしょう。家族で食事を
する事は、楽しく過ごすためにとても大切なことなのです。 
 また、食事は生きていくために不可欠です。子どもは成長しているのですから、なおさ
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らです。子どもが学校へ行き、学んだり友達と遊んだりする時、体だけでなく頭も心も使
います。脳は働く時、体の器官の中で一番エネルギーを使います。十分なエネルギーがな
いと、脳は上手く働かないのです。また、お腹がすいていては、やる気もでません。イラ
イラしていれば友達と関わりや、楽しく過ごすことも難しくなります。 

 
朝食を取らないと、学校へ行っても体も頭も心も十分に動かないのです。子どもが持っ

て生まれた運動能力も、行動力も、やる気も、知的能力や才能も発揮する事は難しくなっ
てしまうのです。 
健康のために朝食を抜いた方がいいと言う説があります。それは、大人のためのもので

す。骨や筋肉が成長し、背が伸びていく子どもの時期には朝食は大切なものです。ですか
ら、病気でない限り、子どもに朝食は、必要なのです。 

 

朝はとても忙しいものです。親が仕事をしてい
れば、忙しさはことさらでしょう。バランスの取
れた、手をかけた朝食をゆとりを持ってとる事は、

理想です。できれば、ぜひ美味しい
朝食を作ってあげましょう。一方そ
れが難しい家庭もあるでしょう。そ
の時は、おにぎり一つ・パン一個で
も親が｢召し上がれ｣とお皿の上にの

せて子どもの前に出して上げませんか。夜が遅い
方には、朝起きる事は辛いでしょう。けれど、朝

食が子どもの体を作り、心を育てるのですから、朝、食事を親が出すことが大切なのです。
子どもは、親が自分を見ていてくれていると感じ、嬉しいのです。親の愛が伝わります。
毎日の小さな繰り返しですが、続けていく事で、心身の健康というステキなプレゼントを
子どもに手渡しているのです。子どもからのお返しは、なかなか形としては現れないかも
しれませんが『家族のみんなが楽しく過ごす』第一歩です。あくびをしながらでも、始め
てみませんか？ 

 
ご一緒に考えてみませんか? 

 
家庭教育の悩みや不安について相談するには、 
白井市教育センター室 ０４７－４９２－２３０１ 
千葉県子どもと親のサポートセンター ０１２０－４１５－４４６ 
千葉県総合教育センター特別支援教育部 ０４３－２２７－１１６６ 
（障害のある・あるかもしれない子どもの養育や教育について） 

養育上の悩みや非行・虐待など児童の福祉相談するには、 
中央児童相談所 ０４３－２５３－４１０１ 
（子ども・家族１１０番） 

白井市家庭児童相談室 ０４７－４９７－３４７７ 
（社福）千葉いのちの電話 ０４３－２２７－３９００ 
（ひとりぼっちで悩まずに……２４時間・年中無休） 

子どもの非行などを相談するには、 
少年センター（千葉県警） ０１２０－７８３－４９７ 
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